
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             
 

   

 

今
年
度
、
府
当
局
は
一
方

的
に
旅
費
予
算
を
前
年
度
比

２
割
カ
ッ
ト
、
し
か
も
７
月

ま
で
の
暫
定
予
算
と
し
、
年

間
予
算
も
立
て
る
こ
と
も
で

き
な
い
な
ど
学
校
現
場
に
混

乱
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
橋
下
「
改
革
」
に
よ

る
人
件
費
削
減
の
も
と
、
教

職
員
旅
費
に
つ
い
て
も
日

当
・
旅
行
雑
費
の
廃
止
、
宿 

               

   

泊
料
食
費
部
分
の
減
額
な
ど

制
度
改
悪
を
強
行
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
学
校
現
場
の
実
態

や
声
な
ど
は
ま
っ
た
く
無
視

し
、
府
当
局
の
旅
費
予
算
減

額
の
根
拠
と
す
る
の
が
目
的

で
あ
り
、
そ
の
ね
ら
い
は
、

教
職
員
旅
費
の
恒
久
的
な
低

額
予
算
化
を
め
ざ
す
も
の
で

す
。 

 

そ
の
結
果
、
学
校
現
場
で 

                

   

は
様
々
な
支
障
や
不
満
が
で

て
い
ま
す
。
今
回
の
旅
費
調

査
に
よ
る
と
、
学
校
行
事
に

つ
い
て
①
修
学
旅
行
下
見
を

宿
泊
か
ら
日
帰
り
に
変
更
、

下
見
人
数
の
削
減
、
②
宿
泊

行
事
２
泊
を
１
泊
へ
変
更
、

③
卒
業
遠
足
を
中
止
、
④
宿

泊
か
ら
日
帰
り
の
変
更
や
引

率
人
数
の
見
直
し
な
ど
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。 

                

    

ま
た
、
教
職
員
研
修
は
①

制
限
や
す
べ
て
自
費
扱
い
、

②
近
隣
（
市
内
）
出
張
は
交

通
費
支
給
な
し
な
ど
で
、
特

に
多
く
の
中
学
校
で
は
１
学

期
に
宿
泊
行
事
が
集
中
す
る

た
め
、
夏
以
降
一
般
出
張
旅

費
を
支
給
停
止
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
追
い
つ
め
ら
れ

て
い
ま
す
。 

 

日
当
廃
止
・
宿
泊
料
改
悪 

に
よ
り
個

人
負
担
が

増
大
し
、
泊

を
伴
う
引

率
業
務
と

一
般
出
張

を
同
等
に

取
り
扱
う

こ
と
に
対

し
て
の
不

満
な
ど
も

続
出
し
て

い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

今
回
の
旅

費
削
減
・

制
度
改
悪 

   

は
、
行
事
中
止
や
見
直
し
の 

他
、
①
ク
ラ
ブ
指
導
の
引
率 

業
務
の
旅
費
が
支
給
で
き
ず
、 

出
場
で
き
な
い
、
②
高
校
の 

体
験
入
学
引
率
が
で
き
ず
、 

充
分
な
進
路
指
導
が
で
き
な 

い
な
ど
教
職
員
の
み
な
ら
ず
、 

子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
も
大 

き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。 

今
回
の
旅
費
制
度
改
悪
に

対
し
、
府
校
長
会
で
も
「
修

学
旅
行
は
、
一
般
出
張
と
は

異
な
り
配
慮
が
必
要
」
、
府
Ｐ

Ｔ
Ａ
協
議
会
か
ら
は
「
修
学

旅
行
等
の
円
滑
な
実
施
に
む

け
て
予
算
措
置
を
要
望
」
と

声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

引
き
続
き
旅
費
実
態
調
査

な
ど
を
活
用
し
、
府
に
対
し

て
は
旅
費
予
算
の
大
幅
増

額
・
制
度
改
悪
の
撤
回
、
市

町
村
に
対
し
て
は
旅
費
費
目

外
の
予
算
措
置
及
び
増
額
を

要
求
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。 

 

      当面の日程 
◆１１月２８日（金） 

 「集まれ☆若手事務職

員の会」(裏面に詳細) 

◆１２月４日（木）６:３０～ 

 就学援助学習会 

 たかつガーデン・ガーベラ 

 

 

 「桃栗３年、柿８年、ビワは９年

でなりかねる」という枇杷の花 

子どもと教育を守るため、父母・府民・教職員の共同の輪をひろげよう。 

 

 

 
 

大阪府人事委員会は１０月１５日に、府職員の給与等 

に関する勧告等を行いました。その中身は８月からの給 

与削減が４月から実施された場合は７．７４％（２９，２ 

６４円）の公民較差があるとしたものの、８月時点（削減 

後）での較差を０．０５％（２０４円）とし改定は見送 

り、一時金４％カットについても改定勧告をおこないま 

せんでした。さらに「８月からの給与減額措置は議会の 

慎重かつ活発な審議を経て勤務条件主義の枠組みの中で 

決定されたもの。全職員がこのことを真摯に受け止め」 

ることなどと表明したことは重大な問題であり、労働基 

本権制約の「代償措置」としての人事委員会の存在その 

ものを否定するものといえます。しかし一方で勧告こそ 

でなかったものの、府人事委員会が時間短縮の必要性を 

否定できなかったことはわたしたちの要求の正当性を裏 

付ける結果であったといえます。労使交渉決裂のまま強 

行された賃金・退職金カットの撤回と労働条件改善を実 

現するため、当面この秋のたたかいに全力でとりくみま 

しょう。 

 

 
項　　　目 大阪府人事委員会 （参考）人事院勧告

公民較差（月例給）

　※較差＝民間給与ー職員給与

本年８月からの減額措置が本年４月から

実施されたと仮定し試算した場合

民間の特別給（ボーナス）支給月額 ４．４８月 ４．５０月

平成２０年　職員の給与等に関する報告及び勧告の概要

２０４円（０．０５％）

２９，２６４円（７．７４％）

１３６円（０．０４％）

 

 


